
契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

業 務 名 平成31年度対策地域内廃棄物（廃タイヤ等）処分等業務（単

価契約）（第２回変更）

契約変更年月日 令和元年１０月 １日

業 務 場 所 福島県南相馬市、伊達郡川俣町、双葉郡楢葉町、富岡町、

大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村及び相馬郡飯舘村 地内

契 約 業 者 名 有限会社よろづや

契約業者の住所 宮城県角田市笠島字雁坊１２－１６

履行期間（自） 令和元年 ６月 ５日

履行期間（至） 令和２年 ３月３１日

業 務 概 要 南相馬市、川俣町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、

浪江町、葛尾村及び飯舘村において環境省が収集し、選別

した建物解体及び片付けごみ由来の廃タイヤ等（対策地域

内廃棄物）であって、同市町村内の仮置場に保管されてい

るものの収集（積込）、運搬及び処分等を行う。

契 約 金 額 ￥１１，３４０，０００.－（税込）

変更後の契約金額 ￥１６，７１２，３００.－（税込）

変 更 理 由 本業務において、処分数量が予定を大幅に上回ったこと、

及び、消費税率改正のため。



契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

業 務 名 平成31年度対策地域内廃棄物 廃タイヤ等 処分等業務 単（ ） （

価契約）(第１回変更）

契約変更年月日 令和元年 ７月 １日

業 務 場 所 福島県南相馬市、伊達郡川俣町、双葉郡楢葉町、富岡町、

大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村及び相馬郡飯舘村 地内

契 約 業 者 名 有限会社よろづや

契約業者の住所 宮城県角田市笠島字雁坊１２－１６

履行期間（自） 令和元年 ６月 ５日

履行期間（至） 令和２年 ３月３１日

、 、 、 、 、 、業 務 概 要 本業務は 南相馬市 川俣町 楢葉町 富岡町 大熊町

双葉町、浪江町、葛尾村及び飯舘村において環境省が収集

し 選別した建物解体及び片付けごみ由来の廃タイヤ等 対、 （

策地域内廃棄物）であって、同市町村内の仮置場に保管さ

れているものの収集（積込 、運搬及び処分等を行う。）

契 約 金 額 ￥１１，３４０，０００－（税込）

変更後の契約金額 ￥１１，３４０，０００－（税込 【変更なし】）

変 更 理 由 本業務において、運搬を第三者（再受託者）に委託し、

業務を効率的に実施するため。



契 約 の 内 容

事務所名：福島地方環境事務所

業 務 名 平成31年度対策地域内廃棄物（廃タイヤ等）処分等業務（単

価契約）

契 約 年 月 日 令和元年 ６月 ５日

契 約 方 法 一般競争入札：最低価格落札方式

業 務 場 所 福島県南相馬市、伊達郡川俣町、双葉郡楢葉町、富岡町、

大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村及び相馬郡飯舘村 地内

契 約 業 者 名 有限会社よろづや

契約業者の住所 宮城県角田市笠島字雁坊１２－１６

履行期間（自） 令和元年 ６月 ５日

履行期間（至） 令和２年 ３月３１日

業 務 概 要 本業務は、南相馬市、川俣町、楢葉町、富岡町、大熊町、

双葉町、浪江町、葛尾村及び飯舘村において環境省が収集

し、選別した建物解体及び片付けごみ由来の廃タイヤ等（対

策地域内廃棄物）であって、同市町村内の仮置場に保管さ

れているものの収集（積込）、運搬及び処分等を行うことを

目的とし、措置請求するものである。

契 約 金 額 ￥１１，３４０，０００－（税込）




